
次期長久手市障がい者基本計画等
の策定に係る基本方針について

令和元年１２月１０日（火）
第４次長久手市障がい者基本計画等策定部会資料
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資料３



長久手市障害者基本計画等の概要
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１ 第４次障がい者基本計画（障害者基本法第１１条第３項）【６年】
障害者の状況等を踏まえ、市における障がい施策に関する基本的な計画。

２ 第６期障がい福祉計画（障害者総合支援法第８８条）【３年】
国の基本的な指針に即して障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の
円滑な実施を確保することを目的として、作成する計画。

３ 第２期障がい児福祉計画（児童福祉法第３３条の２０）【３年】
国の基本的な指針に即して障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保等
の円滑な実施に関する計画。

４ 成年後見制度利用促進基本計画（成年後見制度の利用の促進に関する法律第23条第１項）
成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画。

広域計画を踏まえ、
市の実情に合わせた
施策を追加し、策定。

成年後見制度利用促進基本計画

尾張東部圏域
成年後見制度利用促進計画
（平成31年3月策定）



意識調査・意見聴取
（各計画意識調査、団体ヒアリング、意見
交換など）

議論・検討
〇目標の設定
〇組み込んでいく施策の
設定

①第３次障がい者基本計画等
（現計画）

意見の集約
課題の分析

第４次障がい者基本計画等の策定に係る踏まえるべきもの

②第６次総合計画
（ながくて未来図）

③第２次地域福祉計画

④あいち健康福祉ビジョン2020

⑤尾張東部圏域成年後見制度利
用促進計画

⑥国指針
（法律、社会保障審議会等）

次期計画の策定にあたっては、下記の指針等を踏まえ、意見調査・意見聴取を実施
し、その内容を集約・分析し、定めていく。
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（現計画）第３次障がい者基本計画について①

施 策 数：７１施策
重点的施策：１５施策
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（現計画）第３次障がい者基本計画について②

重点的に取り組んでいく１５施策
Ｂ：①グループホーム整備への支援
Ｃ：②グループホームの体験利用の促進
Ｂ：③基幹相談支援センターの設置
Ｃ：④個別訪問調査の実施
Ｂ：⑤乳幼児期からの療育支援体制の整備
Ｂ：⑥各保育園等への巡回相談
Ｂ：⑦スクールソーシャルワーカーの設置及び関係機関との連携強化
Ｃ：⑧農業を活用した雇用機会の拡大（農福連携）
Ｂ：⑨就労支援コーディネーターの設置
Ｂ：⑩市役所での就労体験の実施
Ｂ：⑪支え合いマップづくり
Ｂ：⑫障がいのある人と地域の人とが交流できる場の提供
Ｂ：⑬移動支援の支援員の人材育成
Ｂ：⑭成年後見制度の普及啓発及び理解促進
Ｃ：⑮精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた体制整備

令和元年7月2日開催 令和元年度計画評価部会より

【その他事業評価（未実施・大幅な遅れ）】
①障がいのある人の芸術活動、スポーツ活動への参加を促進
②放課後における障がい児の預かりの場を設置、大学連携等により学習支援
③障がい者社会参加の支援のために障がいの特性に対応できる学生ボランティアの育成
④地域生活支援拠点の整備：０か所（目標：１か所）
⑤児童発達支援センターの設置
⑥保育所等訪問支援を利用できる体制の構築
⑦放課後児童健全育成事業（児童クラブ、学童保育所）
⑧重症心身障がい児のための支援体制の整備
⑨成年後見制度利用支援事業

重点事項
Ｂ評価：１１施策
Ｃ評価：４施策

その他事業
◎評価：３６施策
〇評価：１７施策
△評価：０施策
×評価：３施策

計画の数値目標
に満たなかった
もの
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第６次総合計画（ながくて未来図）・第２次地域福祉計画

【関係する目標等】
１ 基本目標１（「やってみたい」でつながるまち）

政策１ 地域共生を支える人づくり
２ 基本目標２（子どもが元気に育つまち）

政策１ 妊娠から出産・子育てまでの切れ目ない支援
３ 基本目標３（みんなで未来へつなぐ緑はまちの宝物）

政策２ 農のあるくらしの推進
４ 基本目標４（誰もがいきいきと安心して暮らせるまち）

政策１ 住み慣れた場所で安心して暮らすことができる地域づくり
５ 基本目標６（あえて歩いてみたくなるまち）

政策１ 外出しやすい環境の整備

第６次総合計画（ながくて未来図）
幸せが実感できる 共生のまち 長久手〜そして、物語が生まれる〜

【基本目標】
１ 基本目標１ みんなが「気づく」きっかけ、場があるまち
２ 基本目標２ みんなが「つながる」楽しさを知るまち
３ 基本目標３ みんなに「届く」安心なまち
４ 基本目標４ みんなで「支え合う」喜びを知るまち
５ 基本目標５ みんなに「たつせがある」成長できるまち

第２次地域福祉計画
気づき、つながり、届き、支え合う、たつせがあるまちながくて
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あいち健康福祉ビジョン2020・尾張東部圏域成年後見制度利用促進計画

あいち健康福祉ビジョン2020
ともに支え合う安心･健やかで幸せなあいち～「あいち健幸社会」の実現

尾張東部圏域成年後見制度利用促進計画
基本目標１ 行政が担う権利擁護支援の仕組みの構築
基本目標２ 幅広い権利擁護支援の活動を担う権利擁護支援センター
の整備
基本目法３ 地域連携ネットワークの重層的形成

尾張東部圏域成年後見制度利用促進計画
「ゆたかに生きる権利をまもる」まちをつくる

【第 4 章 障害者支援～身近な地域でともに暮らせる新しい社会に向けて～】
⑴ 特別支援教育の充実
⑵ 障害のある人の地域生活支援と療育支援
⑶ 地域における就労支援の充実
⑷ 障害のある人の活躍の場の拡大
⑸ 社会全体で支える環境の整備
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厚生労働省 社会保障審議会指針（令和元年10月25日資料より）

【基本指針見直しのポイント】
①地域における生活の維持及び継続の推進（地域生活拠点等）
②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
③福祉施設から一般就労への移行等（農福連携、在学中の就労移行支援、高齢参加）
④地域共生社会の実現に向けた取組
⑤発達障害者等の支援の一層の充実（家族に対する支援体制、医療機関の確保等）
⑥障害児のサービス提供体制の計画的な構築
⑴聴覚障害児の早期支援の推進
⑵児童発達支援センターと障害児入所施設の役割の明記
⑶ 18歳以降の支援のあり方についての協議のための体制整備
⑷ニーズの把握

⑦障害者による文化芸術活動の推進
⑧障害福祉サービスの質の確保に関すること（第三者評価、公開制度等）
⑨障害福祉人材の確保に関すること

【達成すべき基本的な目標（案）】
①福祉施設の入所者の地域生活への移行
②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
③地域生活支援拠点等における機能の充実
④福祉施設利用者の一般就労への移行・定着の推進
⑤障害児通所支援等の地域支援体制の整備
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第４次障がい者基本計画の意識調査・意見聴取（案）
■意識調査
⑴ アンケート

対象者 ：障害者手帳所持者及び障害福祉サービス利用者
実施時期：令和２年１月～２月頃実施予定
前回結果：ア 障がい者（1,594件配布、792件回収49.7％）

イ 障がい児（144件配布、82件回収56.9％）
⑵ 事業所向けアンケート
対象者 ：市内障害福祉サービス事業所
実施時期：令和２年２月～３月頃実施予定
前回結果：実施なし

■意見聴取
意見の聴取や本市の課題で取り組めるものなどを意見交換
⑴ 団体等意見聴取・地域活動団体等

対象者 ：市内にて活動している団体、ボランティア団体等（１８団体）
実施時期：令和２年１月～４月頃実施予定

⑵ 事業所等意見交換
対象者 ：市内障害福祉サービス事業所
実施時期：令和２年５月～７月頃実施予定

■個別訪問調査（平成３０年度時点：９０人）
手帳所持者の内、サービスを使用しておらず、生活実態が確認できていない障がいの
ある人に対し、事前に手紙を送付し、ご自宅に訪問（平成29年2月より実施）
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集約・分析

障害手帳所持者
福祉サービス利用者
約１，７００人

市内関係団体
１８団体

障がい者事業所
３６事業所

相談員が把握した
未解決な地域課題

個別訪問調査
９０世帯

一般市民からの意見
聴取の共有

障がい特性などに
より考えを言いにく
い人からも意見聴取

市内で活躍してい
る団体の構成員全員
から意見聴取

普段から支援を
行っている事業所か
ら意見聴取

支援に結びついて
いない人の現状の調
査（９０人）を集約

相談員や市で解決
に至らなかった課題
を集約

他計画での意識調
査などから一般市民
の考えを共有

現計画にて、うまく
いかなかった事業

事業所や団体に「自分たちがで
きること」を考えてもらう。

第４次障がい者基本計画の策定のスケジュール（案）

〇目標の設定
〇組み込んでいく施策の設定



第１回 方針確認・意識調査議論

第２回 権利擁護・事業所意識調査

第３回 ・意識調査の結果・分析
・目指す目標の議論

第４回 骨子確認・素案方針議論

第５回 素案報告及び内容の議論

第６回 パブコメ報告修正確認

2019年
12月10日

2020年
2月中旬

2020年
５月～６月

2020年
８月～９月

2020年
１１月～１２月

2021年
2月～3月

報告

第４次障がい者基本計画の策定のスケジュール（案）

団体等への
意見聴取
（１月～4月）

手帳所持者
等意識調査
（１月～３月）事業所への

意識調査
（2月～4月）

報告

議論された内容（課題）等踏
まえた事業所等意見交換
（5月～7月）

パブリックコメントの募集
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第４次障がい者基本計画の策定方針（案）

■策定の趣旨
本市では、障がい施策に関し、平成２７年に策定した「第３次長久手市障がい者基本
計画」に基づき進めてきました。第３次計画推進中にも様々な法改正及び社会情勢の変
化があり、障がい者を取り巻く状況は刻々と変化しています。障がい者基本計画に掲げ
る事業は、短期間で完結するものではなく、中長期的な展望にたって取り組むものもあ
ります。
今回、第４次の計画の策定にあたり、現計画の推進状況、関係計画、意識調査、国や
県の指針、本市を取り巻く状況の変化を踏まえ、策定部会の各委員のご意見を参考にし
ながら策定を進めていくこととします。

■計画策定の視点
計画の主体となるのは地域で生活する障がいのある人、支援者であることから、策定
にあたっては、指針を踏まえ進めていく。

①地域での生活を支え、住み続けられる体制の充実
②地域における就労支援の充実
③「地域共生社会」の実現に向けた取組の充実
④発達障がい者支援の一層の充実
⑤障がい児支援の提供体制の充実



（参考資料１）長久手市の現状（平成３１年４月１日現在）

障がい者基幹相談支援センター等相談件数
年度 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

総件数 6,545 6,438 5,527 4,684 2,989

者実人数 340 437 453 397 296

児実人数 105 136 132 210 267

成年後見制度利用者数 ２８人
日常生活自立支援事業利用者数 ２０人
障害者相談支援事業所数 ４か所
地域包括支援センター数 ２か所

年度 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
者実人数 198 210 235 238 247
児実人数 60 88 137 162 204

福祉サービス利用件数（実人数）
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※途中で集計方法や体制の変更が生じています。



（参考資料２）障害者計画等の法根拠
【障害者計画】
障害者基本法第11条第3項に基づく、障害者の状況等を踏まえ、市における障がい施策に関する
基本的な計画。
＜必須事項＞
① 計画の趣旨、基本理念、基本目標等の基本的考え方の明確化
② 地域内の障害者施策に関する現状と問題点の十分な把握・評価
③ 基本的な考え方に照らし、今後何が必要か等課題の整理・分析
④ 住民にわかりやすく効果的な施策を図るため体系化の工夫
⑤ 具体的な目標設定とその実現のための方策の明確化

【障害福祉計画】
障害者総合支援法第88条に基づき、国の基本的な指針に即して障害福祉サービス等の提供体制及
び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成する計画。
① 福祉サービス、相談支援等の確保に係る目標事項
② 各年度の福祉サービス、相談支援等の必要な量の見込量
③ 地域生活支援事業の種類ごとの事項
④ 福祉サービス、相談支援の種類ごとの確保方策（努力事項）
⑤ 福祉サービス、相談支援等の関係機関との連携事項（努力事項）

【障害児福祉計画】
児童福祉法第33条の20に基づき、国の基本的な指針に即して障害児通所支援及び障害児相談支援
の提供体制の確保等の円滑な実施に関する計画。
① 通所支援、相談支援の確保に係る目標事項
② 各年度の通所支援、相談支援の必要な見込量
③ 通所支援、相談支援の種類ごと確保方策（努力義務）
④ 通所支援、相談支援の関係機関との連携事項（努力義務） 14


